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     (2)その他関連計画

     (3)関係法令

茅ヶ崎市公共施設等総合管理計画

公共施設整備・再編計画（改訂版）

公民連携（ＰＰＰ）事業手法優先的検討ガイドライン

地域保健法

主たる政策目標

関連する政策目標

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

政策目標１

 庁議事案書

　本市は、平成２９年４月に、保健所政令市へ移行し、茅ヶ崎市保健所を開設しま

した。保健所庁舎については、神奈川県平塚保健福祉事務所茅ケ崎支所を借用し運

営しています。市保健所は、保健センター機能を兼ねており、従来、本市が実施し

ていた母子保健やがん検診などの市民サービスをあわせて実施していますが、施設

の狭隘さや、老朽化などの課題が直面しています。

　また、近年、地域の公衆衛生対策や新興感染症等の健康危機対応に市民の関心が

寄せられているなか、市民のニーズに即したきめ細やかで効果的な事業に取り組む

とともに、市民の安全・安心な暮らしを守っていくためにも、より機能的で充実し

た施設整備を行う必要があります。

　これらを踏まえ、保健所・保健センター整備の基本的な考え方についての内容を

取りまとめました。なお、今後のスケジュールについては以下のとおりです。

政策調整会議　　　　7月26日

政策会議　    　　　　8月4日

全員協議会　   　　　 8月23日

パブリックコメント　9月中

「保健所・保健センター整備の基本的な考え方」の内容について

２．行政計画等との関係

日 付

事案名称 保健所・保健センター整備の基本的な考え方について

提案理由

取り組み内容

審議事項等

１．事案の概要

令和4年8月4日（木）
会議種別

事案種別

政策会議

審議事項
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■ 市長 ■ 副市長 ■ 副市長 ■ 教育長 □ 理事福祉部長

5 ■ 理事総務部長 ■ 理事市民安全部長 ■ 財務部長 ■ 企画部長

■ 出席 □ 欠席

6

8 主な意見等 ＊

政策会議結果報告書 （ ■ 審議事項 □ 報告事項 ）

本案件については、提案のとおり承認される。7 会議結果

なし
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